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１ 歴史的風致維持向上施設の整備又は管理等についての方針 

  本計画における歴史的風致維持向上施設とは、地域における歴史的風致の維持及び向

上に寄与する公共施設等を指し、歴史的風致維持向上施設を整備し、適切な管理を行うこ

とにより、歴史的風致の維持及び向上を図る。 

第 1 期計画では、大
だ い

通
つ う

寺
じ

の台所門及び鐘楼、山門などの保存修理事業や長浜曳
ひ き

山
や ま

祭
まつり

の

山蔵保存修理事業などによって地域の貴重な建造物が保存され、一般公開や施設の活用

が積極的になされたことにより、地域の活性化や住民活動の促進につながった。また、道

路美装化事業や建造物の修景に対する助成、小公園整備事業などにより、景観の向上と観

光客の利便性の向上につながった。  

本計画では、所有者の高齢化や世代交代などにより維持管理が困難な歴史的建造物の

保存・活用や、長浜曳山祭をはじめとする地域の祭礼行事・伝統文化の継承を図るための

事業を推進するとともに、地域の歴史的資産を活用・啓発するための事業を積極的に行っ

ていく。 

歴史的風致維持向上施設の整備については、歴史的風致を構成する建造物の保存や整

備、歴史的風致の維持及び向上に資する環境の維持・形成、歴史的風致の認識を向上させ

る事業などを実施する。 

事業の実施に際しては、施設やその周辺の歴史的背景を十分に調査するとともに、周辺

の景観に配慮した整備を行うこととし、関係機関と十分な協議調整をしたうえで整備を

行い、国や県の補助を有効に活用するよう検討していくものとする。また、整備を行った

施設は、積極的な公開・活用を行い歴史的風致の維持及び向上を図る。 

歴史的風致維持向上施設の維持管理については、施設の所有者や関係課などと十分な

協議・調整のうえ、今後も適切な維持管理に努める。また、地域住民や関連団体などとの

連携による維持管理にも取組むこととし、必要に応じて、所有者等に対して指導・助言を

行うこととする。 

上記の歴史的風致維持向上施設の整備・管理の基本的な考え方に基づき、計画期間内に

実施する事業は、以下のとおりである。 

 

（１）歴史的建造物等の保存・活用に関する事業 

（１）－①山蔵保存修理事業 

（１）－②大通寺伽藍群保存修理事業 

（１）－③黒壁ガラス館本館耐震改修事業 

 

（２）歴史的町並みの保全・形成に関する事業 

（２）－①歴史的建築物保存活用事業・伝統的街並み景観形成事業 

（２）－②屋外広告物修景顕彰事業 

  （２）－③伝統的建造物群保存地区選定調査検討事業 

  （２）－④豊公園再整備事業 

  （２）－⑤木之本宿道路整備事業 
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（３）祭礼行事の保存継承に関する事業 

（３）－①長浜曳山祭保存伝承事業 

（３）－②きもの文化を活用したまちづくり事業 

（３）－③ふるさと夏まつり「地蔵縁日」開催事業 

  （３）－④木之本宿まちなか再生事業 

  （３）－⑤北国街道木之本宿にぎわい創出事業 

  （３）－⑥観音の里ふるさとまつり開催事業 
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図 事業箇所図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一
般
国
道
３
０
３
号 

一般国道 303号 

1 近世城下町の町割りにみる歴史的風致

2 長浜曳山祭にみる歴史的風致

3 大通寺とその門前町にみる歴史的風致

4 街道にみる歴史的風致

5 竹生島にみる歴史的風致

6 観音信仰にみる歴史的風致

7 奥琵琶湖にみる歴史的風致

8 地域の民俗行事にみる歴史的風致

重点区域

凡　　例

重点区域:北国街道木之本区域内で実施する事業 
 
(２)－①歴史的建造物保存活用事業 

・伝統的街並み景観形成事業 
(２)－③伝統的建造物群保存地区選定調査検討事業 
(２)－⑤木之本宿道路整備事業 
(３)－③ふるさと夏まつり「地蔵縁日」開催事業 
(３)－④木之本宿まちなか再生事業 
(３)－⑤北国街道木之本宿にぎわい創出事業 

重点区域:長浜城下町区域内で実施する事業 
 
(１)－①山蔵保存修理事業 
(１)－②大通寺伽藍群保存修理事業 
(１)－③黒壁ガラス館本館耐震改修事業 
(２)－①歴史的建造物保存活用事業 

・伝統的街並み景観形成事業 
(２)－④豊公園再整備事業 
(３)－①長浜曳山祭保存伝承事業 
(３)－②きもの文化を活用したまちづくり事業 

事業範囲が市内全域の事業 
 
(２)－②屋外広告物修景顕彰事業 

６ 観音信仰にみる歴史的風致内で実施する事業 
 
(３)－⑥観音の里ふるさとまつり開催事業 
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図 事業箇所図【重点区域（長浜城下町区域）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎ 

長濱八幡宮 

御旅所 

豊国神社 

史跡長浜城跡 

大通寺 

長浜恵比須宮 

長刀山 

猩々丸 

春日山 

鳳凰山 

常磐山 

壽山 

青海山 翁山 

孔雀山 

諫皷山 

萬歳樓 

月宮殿 

高砂山 
黒壁ガラス館本館 

重点区域:長浜城下町区域内で実施する事業 
 
(１)－①山蔵保存修理事業 
(２)－①歴史的建造物保存活用事業 

・伝統的街並み景観形成事業 
(３)－①長浜曳山祭保存伝承事業 
(３)－②きもの文化を活用したまちづくり事業 

 (２)－④豊公園再整備事業 

(１)－②大通寺伽藍群保存修理事業 

(１)－③黒壁ガラス館本館耐震改修事業 

　重点区域

　近世城下町の町割りにみる歴史的風致

　長浜曳山祭にみる歴史的風致

　大通寺とその門前町にみる歴史的風致

　歴史的価値の高い建造物等

　国指定 （建造物）

　国指定 （登録）

　曳山山蔵　 （県指定：建造物）

　市指定 （建造物）

　市指定 （史跡）

凡　　例
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図 事業箇所図【重点区域（北国街道木之本宿区域）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩根家住宅主屋 

　重点区域

　街道にみる歴史的風致

　歴史的価値の高い建造物等

　国指定 （名勝）

　国指定 （登録）

　木之本地蔵大縁日での賑わう範囲

　秋葉祭りにおける神輿の巡行路

凡　　例

Ｎ 

冨田酒造主屋 

白木屋醤油店主屋 

きのもと交遊館 

ダイコウ醤油主屋 

(２)－⑤木之本宿道路整備事業 

重点区域:北国街道木之本区域内で実施する事業 
 
(２)－①歴史的建造物保存活用事業 

・伝統的街並み景観形成事業 
(２)－③伝統的建造物群保存地区選定調査検討事業 
(３)－③ふるさと夏まつり「地蔵縁日」開催事業 
(３)－④木之本宿まちなか再生事業 
(３)－⑤北国街道木之本宿にぎわい創出事業 

山路酒造主屋 

竹内家住宅主屋 

岩根醤油醸造店主屋 

 

江北図書館 
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（１）歴史的建造物の保存・活用に関する事業 

 

事 業 番 号 （１）－① 

事 業 名 山蔵保存修理事業 

事 業 主 体 山組・長浜市 

事 業 手 法 
県文化財保存事業費補助金 

市単独事業 

事 業 期 間 平成 22 年度～令和 11 年度 

事 業 位 置 

長浜城下町区域（重点区域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 概 要 

長浜曳山祭は 13 の山組がその基盤を担っており、各山組が保有する山車を
収納する山蔵は、本市の歴史的な町並みを構成する重要な要素であると同時
に、山組ごとに行われる祭礼行事の拠点となる場の一つである。 
歴史的風致形成建造物に指定した 13 の山蔵について、損傷した壁面や扉、

雨樋などの破損状況に応じ、保存修理が必要になったものについて、順次保存
修理を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

長刀山山蔵                壽山山蔵 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄与する理由 

老朽化の進んだ山蔵を保存修理し、適切に維持管理することで、歴史的建造

物の価値を高めるとともに、地域の伝統文化の保存継承につながり、長浜曳山

祭にみる歴史的風致の維持向上に寄与する。 

 

Ｎ 

長濱八幡宮 

御旅所 

豊国神社 

大通寺 

翁山 
青海山 

鳳凰山 
諫皷山 

常磐山 

春日山 

高砂山 

孔雀山 

猩々丸 

月宮殿 

萬歳樓 

長刀山 

壽山 

長浜駅 

琵琶湖 

　曳山山蔵

　重点区域（長浜城下町区域）

凡　　例
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事 業 番 号 （１）－② 

事 業 名 大通寺伽藍群保存修理事業 

事 業 主 体 真宗大谷派長浜別院大通寺・長浜市 

事 業 手 法 市単独事業 

事 業 期 間 平成 29 年度～令和 11 年度 

事 業 位 置 

長浜城下町区域（重点区域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 概 要 

大通寺は、その大規模な歴史的建造物群によって町並み景観を構成する中
心に位置し、古くから人々の「浜行き」の舞台となっていた。大通寺の伽藍群
の一部である講場について、保存修理設計調査を実施し、破損状況を把握した
うえで、保存修理を実施する。 
・総会所（屋根葺き替え・部分修理） 

 

 

 

 

 

 

 

               総会所              

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄与する理由 

老朽化の進んだ伽藍群を保存修理し、適切に維持管理することで、歴史的建

造物の価値を高めるとともに、大通寺とその門前町のにぎわいの向上につな

がり、大通寺とその門前町にみる歴史的風致の維持向上に寄与する。 

 

 

Ｎ 

長濱八幡宮 

御旅所 
豊国神社 

大通寺 

総会所 

長浜駅 

琵琶湖 

　大通寺伽藍群

　重点区域（長浜城下町区域）

凡　　例
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事 業 番 号 （１）－③ 

事 業 名 黒壁ガラス館本館耐震改修事業 

事 業 主 体 株式会社黒壁・長浜市 

事 業 手 法 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業） 平成 27 年度～令和 3 年度 

事 業 期 間 令和 2 年度～令和 3 年度 

事 業 位 置 

長浜城下町区域（重点区域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 概 要 

黒壁ガラス館本館は、明治 33 年（1900）に建築された旧第百三十銀行長浜
支店の本館であり、長浜のまちづくりの原点となった建築物である。老朽化に
より、内外壁のひび割れや床面の傾きなどが生じ、来館者の安全性が確保でき
ないため、建築物の長寿命化と耐震の改修を実施した。 

 

 

 

 

 

 

        改修前             改修後 

黒壁ガラス館本館 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄与する理由 

老朽化の進んだ本館を保存修理し、適切に維持管理することで、来館者の安

全性を確保するとともに、長浜のまちづくりの原点である本館の歴史的建造

物としての価値を高めることで、良好な景観形成への貢献と、長浜曳山祭にみ

る歴史的風致の維持向上に寄与する。 

 

 

 

Ｎ 

長濱八幡宮 

御旅所 
豊国神社 

大通寺 

黒壁ガラス館本館 

長浜駅 

琵琶湖 
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（２）歴史的町並みの保全・形成に関する事業 

 

事 業 番 号 （２）－① 

事 業 名 歴史的建築物保存活用事業・伝統的街並み景観形成事業 

事 業 主 体 民間事業者・長浜市 

事 業 手 法 市単独事業 

事 業 期 間 平成 20 年度～令和 11 年度 

事 業 位 置 重点区域内（長浜城下町区域及び北国街道木之本宿区域） 

事 業 概 要 

重点区域である長浜城下町区域及び北国街道木之本宿内にある歴史的建築
物を保存活用する際や伝統的な街並み景観の維持形成に配慮して町家、店舗、
住宅等を改修する際に、補助金を交付する。 

 

長浜城下町区域（重点区域） 

 

 

 

 

 

 

       改修前                 改修後 

 

北国街道木之本宿区域（重点区域） 

 

 

 

 

 

 

       改修前                 改修後 

 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄与する理由 

伝統的な建築様式を残す町家の改修にあたり、周辺の歴史的な街並み景観

との調和に配慮した建築物の外観の修景を支援することにより、良好な市街

地環境の形成が図られ、歴史的風致の維持向上に寄与する。 
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事 業 番 号 （２）－② 

事 業 名 屋外広告物修景顕彰事業 

事 業 主 体 民間事業者・長浜市 

事 業 手 法 市単独事業 

事 業 期 間 平成 24 年度～令和 3 年度 

事 業 位 置 市全域 

事 業 概 要 

市屋外広告物条例及び市景観まちづくり計画に基づき、景観まちづくりを
推進するため、屋外広告物の修景を行うとともに、優れた屋外広告物を顕彰し
た。事業の集大成として、今までに入賞した広告物を地図上にまとめた景観広
告賞まち歩きマップを作成した。 

長浜景観広告大賞受賞作品 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24 年度           平成 30 年度 

長浜景観広告賞まち歩きマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄与する理由 

市内には多くの店舗があり、中には歴史的な町並み景観を阻害する屋外広

告物も見受けられるため、町並みに調和した屋外広告物への修景を支援する

ことにより、良好な市街地環境の形成が図られ、歴史的風致の向上に寄与す

る。 
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事 業 番 号 （２）－③ 

事 業 名 伝統的建造物群保存地区選定調査検討事業 

事 業 主 体 地域団体・長浜市 

事 業 手 法 市単独事業 

事 業 期 間 令和 2 年度～令和 11 年度 

事 業 位 置 

北国街道木之本宿区域（重点区域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 概 要 

伝統的な建造物が数多く残る北国街道木之本宿区域において、伝統的建造
物群保存地区の決定に向け、建造物の調査及び保存対策を実施するとともに
保存区域について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄与する理由 

伝統的建造物群保存地区決定に向け、調査及び伝統的な建造物の適切な保

存対策を実施することで、良好な歴史的景観の形成が図られ、街道にみる歴史

的風致の向上に寄与する。 

 

 

 

 

Ｎ 意冨布良神社 
秋葉神社 

浄信寺 

明楽寺 

木ノ本駅 

冨田酒造主屋   

ダイコウ醤油主屋 

きのもと交遊館 

　重点区域

　伝統的建造物が連担している区域

　歴史的価値の高い建造物等

　国登録有形文化財（建造物）

凡　　例

江北図書館 

山路酒造主屋   
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事 業 番 号 （２）－④ 

事 業 名 豊公園再整備事業 

事 業 主 体 長浜市 

事 業 手 法 

社会資本整備総合交付金（魅力ある都市公園づくり）令和 8 年度～令和 11 年

度 

市単独事業 

事 業 期 間 平成 25 年度～令和 11 年度 

事 業 位 置 

長浜城下町区域（重点区域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 概 要 

豊公園は長浜城跡に開設された公園で、その一部は市指定史跡長浜城とな
っており、琵琶湖に隣接した立地で、景観にも恵まれた都市公園である。しか
し、公園施設の老朽化が著しく、史跡の活用が十分なされていないことから、
史跡指定範囲内における史跡の活用を検討し、公園の再整備を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

狭小で未舗装の園路           試掘調査説明会 

 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄与する理由 

老朽化が顕著な公園施設を歴史的風土と一体となったみどりの景観を形成

する都市公園として再整備することで、多くの市民や来訪者に長浜城を軸と

した城下町の町割りの成り立ちを認識できるようになり、近世城下町の町割

りにみる歴史的風致の維持向上に寄与する。 

Ｎ 

長濱八幡宮 

御旅所 
豊国神社 

大通寺 

史跡長浜城跡 豊公園 

長浜駅 

琵琶湖 

　豊公園の公園区域

　市指定史跡　長浜城跡の範囲

　重点区域（長浜城下町区域）

凡　　例
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事 業 番 号 （２）－⑤ 

事 業 名 木之本宿道路整備事業 

事 業 主 体 長浜市 

事 業 手 法 

社会資本整備総合交付金（まちなかウォーカブル推進事業） 令和 5 年度～令

和 9 年度 

市単独事業 

事 業 期 間 令和 2 年度～令和 9 年度 

事 業 位 置 

北国街道木之本宿区域（重点区域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 概 要 

伝統的な建造物が数多く残る北国街道木之本宿区域を縦貫し、地域住民の
生活空間となっている国道 303 号及び市道木之本坂口線において、歴史的な
町並みに調和した道路の美装化、路側帯の設置等を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄与する理由 

道路の美装化、路側帯を整備することで、歴史・文化を生かした景観の向上

と地域住民や来訪者が安全に回遊することができるようになり、良好な歴史

的景観の形成が図られ、街道にみる歴史的風致の向上に寄与する。 

 

 

Ｎ 意冨布良神社 
秋葉神社 

明楽寺 

木ノ本駅 
浄信寺 

　道路整備（修景舗装、路側帯設置等）

　重点区域（北国街道木之本宿区域）

凡　　例
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（３）祭礼行事の保存継承に関する事業 

 

事 業 番 号 （３）－① 

事 業 名 長浜曳山祭保存伝承事業 

事 業 主 体 公益財団法人長浜曳山文化協会・長浜市 

事 業 手 法 市単独事業 

事 業 期 間 平成 22 年度～令和 11 年度 

事 業 位 置 長浜城下町区域（重点区域） 

事 業 概 要 

長浜曳山祭を保存伝承するための取組（三役修業塾、囃子保存会等）を支援
するとともに、保存伝承に必要な仕組みを整備・支援する。 
〔三役修業塾〕長浜曳山祭の狂言執行を支える太夫や三味線を育成するため、

平成 2 年（1990）から取組を開始した。 
〔囃子保存会〕曳山巡行や狂言執行の際に囃されるシャギリの囃子方を育成

するため、昭和 46 年（1971）から取組を開始した。 

 

 

 

 

 

 

 

三役修業塾            囃子保存会 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄与する理由 

長浜曳山祭の曳山巡行や狂言執行を支える三役や囃子方を育成する三役修

業塾及び囃子保存会等の取組を支援することにより、長浜曳山祭を担う後継

者を育成し、その保存伝承が図られ、長浜曳山祭にみる歴史的風致の向上に寄

与する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６章 歴史的風致維持向上施設の整備又は管理等に関する事項 

242 

 

事 業 番 号 （３）－② 

事 業 名 きもの文化を活用したまちづくり事業 

事 業 主 体 長浜出世まつり実行委員会・長浜市 

事 業 手 法 市単独事業 

事 業 期 間 平成 22 年度～令和 11 年度 

事 業 位 置 長浜城下町区域（重点区域） 

 

きもの文化を活用したイベントを町中で継続的に開催する。 
・昭和 58 年～令和 5 年 長浜きもの大園遊会開催 
・令和 6 年 長浜 kimonoＡＷＡＲＤS（きものアワード）開催  

 

 

 

 

 

 

 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄与する理由 

城下町周辺を会場とした催事を開催して来街を促すことにより、門前町の

にぎわいを創出して良好な市街地環境を形成するとともに、歴史的建造物の

価値を再認識することにより、大通寺とその門前町にみる歴史的風致の向上

に寄与する。 
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事 業 番 号 （３）－③ 

事 業 名 ふるさと夏まつり「地蔵縁日」開催事業 

事 業 主 体 ふるさと夏まつり実行委員会・長浜市 

事 業 手 法 市単独事業 

事 業 期 間 令和 2 年度～令和 11 年度 

事 業 位 置 北国街道木之本宿区域（重点区域） 

事 業 概 要 

湖北の名刹・浄信寺で１年に１度催される木之本地蔵大菩薩の大縁日にあわ
せて、門前の北国街道及び地蔵坂でふるさと夏まつり「地蔵縁日」を継続的に
開催する。 
（毎年 8/22～25 に開催され、約 10 万人の参拝者が訪れる。） 

 

 

 

 

 

 

浄信寺境内の様子          北国街道の様子 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄与する理由 

木之本宿の中心に位置する浄信寺にある木之本地蔵は古くから眼病平癒と

獣疫平癒、長寿祈願の仏様として信仰を集めてきた。「地蔵の縁日、市をなし

て甚賑なり」といわれた往時の門前町の賑わいを今に伝える催事で、浄信寺を

中心とした催事を開催することで来街を促すことにより、宿場町の賑わいを

創出して良好な市街地環境の形成が図られ、街道にみる歴史的風致の向上に

寄与する。 
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事 業 番 号 （３）－④ 

事 業 名 木之本宿まちなか再生事業 

事 業 主 体 Ｋ－ＺＯＨＮ運営協議会・長浜市 

事 業 手 法 市単独事業 

事 業 期 間 令和 2 年度～令和 11 年度 

事 業 位 置 北国街道木之本宿区域（重点区域） 

事 業 概 要 

景観形成重点区域にも指定され、歴史的建造物が多く現存する木之本宿に
おいて、往時の賑わいを取り戻すため、空き家や空き店舗の利活用の実態調査
や利活用のコンサルティング、移住相談窓口、古民家見学ツアーなどに取り組
む。 

 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄与する理由 

古くから北国街道の宿場町として、また、木之本地蔵院の門前町として栄え

た木之本宿の町並みは、歴史的建造物とそこに住む人たちの生活の営みが重

なり合うことで成り立っており、空き家や空き店舗の活用を促進させること

により、良好な市街地環境の形成が図られ、街道にみる歴史的風致の向上に寄

与する。 

 

 

事 業 番 号 （３）－⑤ 

事 業 名 北国街道木之本宿にぎわい創出事業 

事 業 主 体 Ｋ－ＺＯＨＮ運営協議会・長浜市 

事 業 手 法 市単独事業 

事 業 期 間 令和 2 年度～令和 11 年度 

事 業 位 置 北国街道木之本宿区域（重点区域） 

事 業 概 要 

景観形成重点区域にも指定され、歴史的建造物が多く現存する木之本宿に
おいて、往時の賑わいを取り戻すため、北国街道沿いでのきのもと宿街道まつ
りや、登録有形文化財であるきのもと交遊館での企画展示、飛鳥時代の創建と
伝わる歴史ある意富布良神社での夕涼み横丁などに取り組む。 

 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄与する理由 

古くから北国街道の宿場町として、また、木之本地蔵院の門前町として栄え

た木之本宿の町並みは、歴史的建造物とそこに住む人たちの生活の営みが重

なり合うことで成り立っており、歴史的建造物を活用した催事を開催し来街

を促すことにより、良好な市街地環境の形成が図られ、街道にみる歴史的風致

の向上に寄与する。 
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事 業 番 号 （３）－⑥ 

事 業 名 観音の里ふるさとまつり開催事業 

事 業 主 体 観音の里ふるさとまつり実行委員会・長浜市 

事 業 手 法 市単独事業 

事 業 期 間 平成 23 年度～令和 11 年度 

事 業 位 置 長浜市北部地域（主として高月地域） 

事 業 概 要 

観音の里ふるさとまつりを継続的に実施する。 
（昭和 60 年（1985）開始、毎年 1 回開催、高月地域を中心に市内 24 ヶ所の観
音堂等が拝観できる。） 

 

 

 

 

 

 

 

   赤後寺            西野薬師観音堂 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄与する理由 

己高山の仏教文化圏に属していた高月地域には、高い密度で観音像が分布

しており、これまで地域の人々によって大切に守り伝えられてきた。高月地域

の観音様を拝観する催事を開催することにより、これらの観音様を守り伝え

てきた先人の心と美しい観音像を後世に継承する意識の向上などが図られ、

観音信仰にみる歴史的風致の向上に寄与する。 

 

 

 


